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第３章 透析患者用マニュアル 

１ 平常時からの準備 

（１） 非常持出品の準備 

〇 生活必需品や毎日服用が必要なくすりは、本人と家族分を３日分（できれ

ば１週間分）まとめておき、すぐ持ち出せるように、置き場所を決めておき

ましょう。また、必要に応じて２か所に準備しておきましょう。 

  〇 寝室に飛散したガラス等によるケガを防ぐために、寝室に靴を用意してお

くとよいでしょう。 

  〇 外出や移動に慣れておきましょう。（レスパイト入院の利用など） 

  〇 やむを得ず在宅避難（家に留まる避難）を選択する方は、日常的に必要な

水・食料や電源（電池）などの防災用品を備蓄しておきましょう。（避難所

への避難と在宅避難のどちらを選ぶにしても十分な用意が必要です。）  

  〇 停電してから避難するのは危険なので、予測できる災害（風水害）では、

日中の明るいうちに避難しましょう。 

 

（２） 災害時の対応についての確認 

〇 通院している透析医療機関との連絡方法を確認しておきましょう。  
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〇 通院している透析医療機関以外の医療機関を受診する場合に備えて、病状 

を的確に伝えるための準備をしておきましょう。 

〇 通院が予定どおりできないことを想定し、食事管理等の対処の仕方を確認

しておきましょう。 

〇 災害時に備えて、普段から災害時の透析に関する情報の入手先について調

べておきましょう。 

   ・地域の中国５県透析災害対策ＷＥＢ 

   ・お住まいの市町村や県などの行政機関窓口 

   ・特定非営利活動法人岡山県腎臓病協議会などの患者団体の連絡先 

   ・電話会社の災害用伝言ダイヤルの利用方法 等 

〇 家族とよく相談し、災害時の避難場所、連絡先などについて確認しましょ

う。事前に行って確認しておくことも必要です。 

※ 家族と別々の場所にいる時に被災する可能性も考えられます。災害時に

連絡を取り合うために災害用伝言ダイヤルなどの使用方法について、家族

にも知っておいてもらいましょう。 

〇 災害時に搬送が必要な人は、保健所や市町村職員、かかりつけ医、訪問看

護師、消防署員等とどのような対処ができるかを事前に相談しておきましょ

う。 

 

※災害用伝言ダイヤル「171」、災害用伝言板サービスともに、体験サービスができるよう 

 に「体験利用日」 が設定されています。 

      ・毎月 1 日と 15 日 

     ・防災週間（8月 30 日〜9月 5 日） 
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・防災とボランティア週間（1月 15 日〜21 日） 

・正月三が日（1月 1日〜1 月 3 日） 

 

（３）透析医療機関までの移動手段等の確認 

 〇 通院している透析医療機関までの現在の通院経路以外にも複数の通院経路

を確認しておきましょう。車のガソリンも確認しておきましょう。 

〇 災害時には、公共の交通機関や車が利用できないことを念頭に、透析医療

機関までの移動手段を確認しておきましょう。 

〇 通院している透析医療機関に受診できない場合の代替透析医療機関を確認

しておきましょう。 

〇 親戚、知人、友人宅などの避難先を想定して、そこに近い透析医療機関を

把握しておきましょう。 

〇 大規模な災害の場合、県外で透析を受けることになる可能性も考慮してお

きましょう。 

（４）透析医療情報の携帯 

〇 服用している薬を理解し、１回でも飲み忘れたら体に影響が出る薬につい

ては持ち出せるようにしておきましょう。（血圧降下剤、心臓病薬、インスリ

ン、糖尿病内服薬等）。 

〇 「緊急医療支援手帳」等に必要事項を記入し、常時携帯しましょう。また、

１年に１回は内容を確認しましょう。（可能であれば、透析時使用のダイアラ

イザー、凝固剤の名称や量、液流量、血液流量を覚えておきます。） 

〇 家族も透析の医療情報（「緊急医療支援手帳」などのコピー）を持っておき

ます。できれば、透析条件や服用している薬は覚えておきましょう。 

（５）地域の支援者への協力要請 

〇 地域や職場などの防災訓練にはできるかぎり参加し、避難所や避難方法を

確認したり、訓練の機会等を利用して、日頃から近隣住民とのコミュニケー

ションを深めておきましょう。 

〇 近隣者や親族などに避難や通院の援助、安否情報を関係者に情報発信する

ことについて依頼しておきましょう。 

（６）災害時の食事留意点の熟知 

〇 災害によって透析が予定どおりにできない場合でも、食事と水分を上手に

管理すれば、数日間は日常生活を過ごすことができます。 
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２ 災害発生時の対応 

２－１ 災害発生直後 

（１） 身の安全と迅速な避難 

〇 地震の揺れは、数十秒から１～２分程度続きます。その間は落下物から身

を守るため、机やテーブル等の下にもぐり、揺れがおさまるのを待ちましょ

う。移動が困難な場合は、座布団やクッションで頭部を守りましょう。 

  〇 避難する前に、すばやく火の始末をし、その次にガスの元栓を閉めましょ

う。 

  〇 靴を履き、逃げ場（避難のためのルート）を確保しましょう。 

   ※ 揺れによる歪みが生じ、扉などが開かなくなる恐れがあるので、出入り

口の扉や窓などをすばやく開けておくことも有効です。 

  〇 地震の時は、電気のブレーカーを落としましょう。 

  〇 家族の安全を確認しましょう。 

   ※ 建物の倒壊により閉じこめられたり、怪我をして動くことができない場

合は、自分の居場所を知らせるために、大声を出す、笛や防犯ベルを鳴ら

すことも役立ちます。 

  〇 近隣住民へ声を掛け合い、一緒に避難しましょう。移動に介助を要する場

合は、支援を求めましょう。 

   ※ 移動が困難な人を介助者１人で移動させることが難しい時は、毛布など

を下に敷き、引っ張ることで移動させやすくなります。 

〇 自治体や町内会で避難したことを周囲に知らせる合図を決めている場合は、

合図を出して避難しましょう。 

  〇 必要なくすり、医療機器や「緊急医療支援手帳」、食料品など必要なものを

持ち出しましょう。 

  〇 ラジオや防災無線等から正しい情報を収集しましょう。 

〇 負傷や体調によっては医療機関に連絡し、指示を受けましょう。医療機関

に連絡が取れない場合は、市町村の相談窓口に連絡し、救護所へ行きましょ

う。 
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〇 浸水した道路を避難するときには、水面下にはマンホールや側溝などの危

険な場所がありますので、長い棒を杖代わりにして確認するなどし、足元に

十分注意しましょう。 

〇 路上で浸水してきたら、浸水から逃げるために高い建物へ避難するように

しましょう。また、強風で看板が飛んだり、街路樹が倒れるなど危険な場合

は、近くの頑丈な建物に避難しましょう。 

（２） 透析医療機関への相談・受診 

○ 通院している透析医療機関に連絡し、自身の状況を報告し、指示を受けま

しょう。 

○ 避難所に避難した場合は、担当者に透析患者であることや次の透析予定日

を告げ、通院の手配を依頼しましょう。 

○ 透析中に災害に遭遇した場合は、施設のスタッフの指示に従いましょう。 

（３） 透析可能医療機関の情報の把握 

  ○ 通院している透析医療機関と連絡が取れない場合は、岡山県医師会透析医

部会の中国５県透析災害対策ＷＥＢ等を通じて、他の透析可能医療機関の情

報を入手しましょう。 

○ 市町村、保健所に問い合わせたり、報道機関（テレビなど）などから情報

を入手しましょう。 

○ 患者さん同士の連絡やＮＴＴの「災害用伝言ダイヤル」などの利用も考え

ましょう。 

（４） 代替医療機関での透析 

○ 「緊急医療支援手帳」等を提示し、透析の条件や内容を知らせ、透析を受

けましょう。 

○ 通院している透析医療機関に他院で透析を受けていることを連絡しまし

ょう。 

○ 大規模災害では、集団で他県に移動し、透析を受ける場合もあります。医

療機関の指示に従いましょう。 

（５） 被災情報の発信 

○ 被災状況（安否）、避難先を災害時の連絡網に基づき、家族、知人、関係

者等へ情報発信しましょう。 

※ ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル「171」や災害用伝言板サービス（携帯電話の

メール伝言板）を利用。 

  〇 中国５県透析災害対策ＷＥＢに安否情報を登録します。 

○ 近隣住民や自主防災組織等に対して、協力が必要な場合は支援を要請しま

しょう。 

（６） 腹膜透析（ＰＤ）を受けている患者 

○ 最初に自分の身を守りましょう。 

○ 腹膜カテーテルなどが破損していれば、すぐにかかりつけの医療機関に連

絡しましょう。 

〇 腹膜透析中の場合は、腹膜透析液（ＰＤ液）、回路、腹膜カテーテルが破
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損したり、汚染していないか確認し、汚染されたところから身体に近いとこ

ろでストッパーを２か所かけて汚染された透析液が体内に入らないように

し、透析操作を終了します。また、周囲の被害状況から腹膜透析が継続でき

ないときは、その緊急度に応じて、接続チューブで離断して避難するか、通

常の終了操作を行ってください。 

○ 身体に被害がなければ、透析を行う場所と器材の被害状況を確認します。 

○ 透析できない場合は、かかりつけの医療機関等に連絡して避難先を相談し

ましょう。 

〇 自宅で透析を継続できそうな場合は、器材の残量を確認して、必要であれ

ば業者に連絡して配送を依頼しましょう。 

○ 落ち着いたら身体の状態をかかりつけの医療機関に報告して指示を受け

ましょう。 

  

２－２ 被災２～３日後 

（１）安否状況の関係者への連絡 

○ 避難所にいる場合は、避難所の担当者に日頃から医療を受けていることを

伝えましょう。また、安静や介護が必要な場合は、福祉避難所等への移動を

避難所の担当者に相談しましょう。 

○ 自宅にいる場合は、関係機関や近隣住民、自主防災組織に被災状況を情報

発信し、必要な支援について相談しましょう。 

（２）病状悪化を防ぐための手立て 

○ 身体状況を確認し、体調の変化があれば、必要に応じて医療機関や救護所

に相談しましょう。 

○ 毎日服用しているくすりが手元にない場合は、医療機関を受診しましょう。

かかりつけ医以外の病院を受診する場合は、「緊急医療支援手帳」や「おく

すり手帳」等を用いて的確に病状を説明し、診察を受けるようにしましょう。 

○ 生活環境の変化や災害への恐怖心、不安感等により精神的に不安定となる

場合があります。必要に応じて、医療機関や救護所に相談しましょう。 
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